
3

世
界
人
権
宣
言
の
採
択

世
紀
に
は
二
度
の
世
界
大
戦

20
が
起
き
︑
特
に
第
二
次
大
戦
中
は

特
定
の
人
種
の
迫
害
や
大
量
虐
殺

等
の
人
権
侵
害
が
横
行
し
ま
し
た
︒

こ
う
し
た
経
験
へ
の
反
省
か
ら
︑

国
連
は
�
�
�
�
︵
昭
和

︶
年

23

月

日
の
総
会
に
お
い
て
︑﹁
す

12

10

べ
て
の
人
間
は
︑
生
ま
れ
な
が
ら

に
し
て
自
由
で
あ
り
︑
か
つ
︑
尊

厳
と
権
利
に
つ
い
て
平
等
で
あ

る
﹂
と
う
た
っ
た
﹁
世
界
人
権
宣

言
﹂
を
採
択
し
ま
し
た
︒

宣
言
の
内
容

世
界
人
権
宣
言
は
︑
す
べ
て
の

人
々
が
持
つ
市
民
的
︑
政
治
的
︑

経
済
的
︑
社
会
的
︑
文
化
的
分
野

に
わ
た
る
多
く
の
権
利
を
内
容
と

し
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
国
際
的
に
初

め
て
基
本
的
人
権
尊
重
の
原
則
を

定
め
た
画
期
的
な
も
の
で
︑
前
文

と

の
条
文
か
ら
な
り
ま
す
︒
宣

30
言
自
体
に
法
的
拘
束
力
は
あ
り
ま

せ
ん
が
︑
世
界
各
国
の
憲
法
や
法

律
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
な
ど
︑
大

き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
ま
す
︒

人
権
擁
護
委
員
制
度

周
年

70

世
界
人
権
宣
言
と
同
年
︑
人
権

の
大
切
さ
を
広
め
る
さ
ま
ざ
ま
な

啓
発
活
動
や
人
権
相
談
を
担
う
人

権
擁
護
委
員
制
度
が
開
始
し
ま
し

た
︒
人
権
擁
護
委
員
は
民
間
の
中

に
あ
っ
て
︑
弱
い
立
場
に
あ
る
人

の
心
に
寄
り
添
い
︑
創
意
工
夫
を

凝
ら
し
て
︑
地
道
な
活
動
を
積
み

重
ね
て
き
ま
し
た
︒
現
在
︑
全
国

で
約
�
�
︑
�
�
�
人
︑
区
で
は

人
の
方
が
活
躍
し
て
い
ま
す
︒

19相
談
に
つ
い
て
の
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
︒
い
じ
め
︑
差
別
︑
虐
待
な

ど
︑
一
人
で
悩
ま
ず
︑
人
権
擁
護

委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

﹇
人
権
相
談
︵
予
約
制
︶
﹈

▢時
第
�
・
�
金
曜
の
午
後
�
時

～
�
時

▢場
区
役
所
�
階
区
民
相

談
コ
ー
ナ
ー

▢費
無
料

▢申
電
話
で
人
権
推
進
課
人
権
推

進
担
当
☎
︵


�
�
�
︶
�
�
�
�

差
別
の
な
い
社
会
に
向
け
て

世
界
人
権
宣
言

年
目
の
現
在

70

も
︑
世
界
で
は
未
だ
に
戦
争
や
紛

争
な
ど
に
よ
り
尊
い
命
が
奪
わ
れ

た
り
︑
人
権
が
著
し
く
侵
害
さ
れ

る
事
例
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
︒
国

内
で
も
障
害
者
︑
外
国
人
︑
性
的

少
数
者
な
ど
へ
の
差
別
や
偏
見
︑

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
悪
質
な

書
き
込
み
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵

害
な
ど
が
発
生
し
て
い
ま
す
︒

﹁
人
類
の
英
知
﹂
と
も
言
わ
れ

る
世
界
人
権
宣
言
の
理
念
を
実
現

す
る
た
め
に
︑
他
者
の
立
場
を
考

え
る
想
像
力
と
思
い
や
り
を
持
ち
︑

一
人
ひ
と
り
の
力
で
差
別
や
偏
見

の
な
い
社
会
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
︒

▢問
人
権
推
進
課
人
権
推
進
担
当

☎
(
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�
�
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�
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)
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凡

例

▢時
日
時

▢場
場
所

▢集
集
合

▢人
対
象
・
定
員

▢費
費
用

▢内
内
容

▢師
講
師

▢保
一
時
保
育

▢締
締
切
日

▢申
申
込

▢問
問
合
先

▢
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▢ｅ
Ｅ
メ
ー
ル

HP

こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

皆
さ
ん
の
共
有
財
産
で
あ
る
区
道

の
公
平
な
使
用
お
よ
び
適
正
な
利
用

を
図
る
た
め
︑
区
が
委
託
し
た
調
査

員
に
よ
る
︑
区
道
上
の
突
出
看
板
等

の
実
態
調
査
を
行
い
ま
す
︒
実
態
調

査
で
は
︑
調
査
員
が
道
路
上
に
あ
る

突
出
看
板
等
の
面
積
や
表
示
内
容
の

確
認
︑
計
測
や
写
真
撮
影
な
ど
を
行

い
ま
す
︒

ま
た
広
告
主
を
確
認
す
る
た
め
︑

調
査
員
が
看
板
の
こ
と
に
つ
い
て
お

伺
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒
正
確

な
調
査
が
で
き
る
よ
う
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
︒

﹇
調
査
期
間
﹈

�
月
～

月
11

﹇
調
査
予
定
区
域
﹈

臨
海
部
地
域

調
査
員
は
身
分
証
明
書
を
携
帯

調
査
員
は
必
ず
区
の
発
行
す
る
身

分
証
明
書
を
携
帯
し
て
い
ま
す
︒
ま

た
︑
区
道
の
占
用
料
金
は
道
路
占
用

者
が
金
融
機
関
を
通
じ
て
支
払
う
た

め
︑
区
役
所
の
職
員
が
直
接
徴
収
し

た
り
︑
調
査
会
社
等
が
徴
収
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

道
路
の
占
用
許
可
を
忘
れ
ず
に

区
道
に
突
出
し
て
看
板
等
を
設
置

す
る
場
合
は
︑
設
置
基
準
を
守
っ
た

﹁
創
業
に
必
要
な
手
続
き
は
？
﹂

﹁
創
業
資
金
は
？
﹂﹁
物
件
選
び
の
ポ

イ
ン
ト
は
？
﹂
な
ど
︑
創
業
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
不
安
や
課
題
が
あ
り
ま
す
︒

飲
食
店
創
業
経
験
の
あ
る
講
師
か
ら

創
業
の
基
礎
や
ポ
イ
ン
ト
を
実
践
的

に
学
び
ま
す
︒

▢時
�
月
�
日
・
�
日
︵
土
曜
全
�

回
︶
午
後
�
時
半
～
�
時
半

▢場
産
業
会
館
�
階
第
�
会
議
室

︵
東
陽
�
︱

�
︱

︶
18

▢人
区
内
在
住
・
在
勤
で
︑
両
日
参

加
で
き
︑
創
業
を
考
え
て
い
る
方
20

人
︵
抽
選
︑
�
月

日
︵
月
︶
以
降
抽

20

選
結
果
を
通
知
︶
▢費
無
料

▢内
創
業
の
基
礎
︑
創
業
計
画
や
資

金
調
達
︑
物
件
選
定
ポ
イ
ン
ト
︑
新

規
顧
客
対
策
︑
リ
ピ
ー
ト
対
策
等

▢師
小
峯
孝
実
︵
中
小
企
業
診
断
士
︶

▢締
�
月

日
︵
金
︶

17

▢申
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
・
メ
ー

ル
に
①
氏
名
②
住
所
③
電
話
番
号
④

計
画
し
て
い
る
飲
食
業
を
記
入
し
︑

経
済
課
産
業
振
興
係
へ
※
区
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
申
込
で
き
ま
す

☎
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�
�
�
)
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▢ｅ
s
a
n
g
y
o
u
-k
@
c
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.k
o
to
.lg
.

jp

区
内
福
祉
施
設
の
安
定
的
な
人
材

確
保
を
目
的
と
し
て
︑
高
齢
者
お
よ

び
障
害
者
福
祉
施
設
・
事
業
所
に
よ

る
相
談
・
面
接
会
を
開
催
し
ま
す
︒

法
人
が
出
展
を
予
定
し
︑
求
人
面

23接
を
行
う
と
と
も
に
︑
福
祉
の
仕
事

に
関
す
る
就
労
相
談
を
行
い
ま
す
︒

入
退
場
・
服
装
自
由
︑
資
格
の
有
無

は
問
い
ま
せ
ん
の
で
︑
お
気
軽
に
ご

来
場
く
だ
さ
い
︒
詳
細
は
区
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

※
面
接
を
ご
希
望
の
方
は
履
歴
書

︵
コ
ピ
ー
可
︶
を
お
持
ち
く
だ
さ
い

︵
会
場
で
所
定
の
書
式
に
記
入
し
面

接
す
る
こ
と
も
可
能
︶
︒

▢時
�
月

日
︵
金
︶
午
後
�
時
～

14

�
時
︵
受
付
は
午
後
�
時
半
～


時

半
︶
※
午
後
�
時
か
ら
�
時
間
程
度
︑

福
祉
の
し
ご
と
入
門
ガ
イ
ダ
ン
ス
お

よ
び
出
展
法
人
の
Ｐ
Ｒ
会
を
実
施
し

ま
す
︒
面
接
会
開
始
は
Ｐ
Ｒ
会
終
了

後
と
な
り
ま
す
︒

▢場
江
東
区
文
化
セ
ン
タ
ー


階
レ

ク
ホ
ー
ル
︑
第
�
～


研
修
室
︵
東

陽
�
︱

︱



︶

11

▢人
福
祉
の
仕
事
を
探
し
て
い
る
方

・
興
味
の
あ
る
方

▢費
無
料

▢内
施
設
・
事
業
所
の
Ｐ
Ｒ
と
求
人

区
内
の
中
小
企
業
で
正
社
員
を
目

指
す
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
す
る
研
修

生
を
募
集
し
ま
す
︒

�
か
月
半
程
度
の
ビ
ジ
ネ
ス
基
礎

等
の
研
修
を
受
講
し
︑
区
内
中
小
企

業
で
�
か
月
半
程
度
の
就
業
実
習
を

行
い
ま
す
︒
就
職
に
向
け
た
サ
ポ
ー

ト
を
受
け
な
が
ら
︑
実
習
先
で
の
正

社
員
就
職
を
目
指
す
︑
あ
な
た
の

﹁
江
東
区
で
は
た
ら
き
た
い
！
﹂
を

応
援
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
︒

研
修
・
実
習
期
間
中
は
︑
区
が
事

業
運
営
を
委
託
す
る
企
業
に
契
約
社

員
と
し
て
採
用
さ
れ
︑
給
与
︵
月
額

万
円
程
度
︶
が
支
給
さ
れ
ま
す
︒

12﹇
説
明
会
・
面
接
会
﹈

う
え
で
︑
道
路
占
用
申
請
を
行
い
︑

区
か
ら
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
必

要
で
す
︒
お
店
や
会
社
の
看
板
は
︑

小
規
模
の
も
の
で
あ
れ
ば
占
用
料
金

が
全
額
免
除
ま
た
は
一
部
免
除
に
な

り
ま
す
︒

○
減
免
基
準

﹇
占
用
面
積
�
㎡
以
下
﹈

全
額
免
除

﹇
占
用
面
積
�
㎡
～
�
㎡
以
下
﹈

�
㎡
分
を
免
除

﹇
占
用
面
積
�
㎡
を
超
え
る
物
﹈

免
除
な
し

申
請
方
法
や
設
置
基
準
は
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
︑
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢問
道
路
課
道
路
占
用
係

☎
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▢時
①
�
月

日
︵
金
︶
午
前

時

17

10

～
正
午
②
�
月

日
︵
木
︶
午
前

23

10

時
～
正
午
③
�
月
�
日
︵
火
︶
午
前

時
～
正
午

10▢場
こ
う
と
う
若
者
・
女
性
し
ご
と

セ
ン
タ
ー
︵
亀
戸
�
︱

︱

�
カ
メ

19

リ
ア
プ
ラ
ザ
�
階
︶

▢人
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
始
時
点
で
正

規
雇
用
さ
れ
て
な
く
︑
か
つ
就
職
の

予
定
が
な
い

歳
以
下
の
方

人

29

14

︵
書
類
・
面
接
の
う
え
︑
区
民
を
優

先
し
選
考
︶

﹇
研
修
・
就
業
実
習
期
間
﹈

月
～

10

12

月
末
︵
予
定
︶

﹇
委
託
事
業
者
﹈パ
ー
ソ
ル
テ
ン
プ
ス

タ
ッ
フ
︵
株
︶︵
許
可
番
号
︵
派
︶
13

︱

�
�
�
�
�
�
・

︱

ユ
︱

�
�

13

�
�
�
�
︶

▢申
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
に
氏
名

・
連
絡
先
を
記
入
し
︑
こ
う
と
う
若

者
・
女
性
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
へ

☎
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�
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�
�
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説
明
・
面
接
会
︑
福
祉
の
仕
事
や
資

格
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
相
談
コ
ー

ナ
ー
な
ど

﹇
主
催
﹈江
東
区
︑
江
東
区
社
会
福
祉

協
議
会
︑
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
木
場

﹇
協
力
﹈東
京
都
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー

﹇
求
人
に
関
す
る
問
合
先
﹈ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
木
場
事
業
所
第
一
部
門

☎
(
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�


)
�
�
�
�

※
求
人
情
報
の
一
覧
は
︑
�
月
上
旬

ご
ろ
か
ら
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
木
場
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
︵

▢
h
ttp
s:/
/
jsite
.

HP

m
h
lw
.g
o
.jp
/
to
k
y
o
-h
e
llo
w
o

rk
/
list/
k
ib
a
.h
tm
l︶
で
公
開
予
定

で
す
︒

▢問
長
寿
応
援
課
施
設
支
援
係
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今
年
は
﹁
世
界
人
権
宣
言

周
年
｣

70

1




